
JP 6141132 B2 2017.6.7

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装置本体の正面側に配置されるレンズ部、及び前記レンズ部に入射した被写体光を光電
変換する撮像素子を有するレンズユニットと、
　前記レンズユニットの上下方向の高さの範囲内で前記レンズ部の光軸と略平行な方向に
前記レンズユニットの背面及び両側部を囲むように配置される主基板部とを備えることを
特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記レンズユニットの両側部のうちの一方の側部に配置される前記主基板部の領域を前
記装置本体の正面側に延出して、前記延出した領域に、前記レンズ部の光軸と略垂直でか
つ前記レンズユニットの高さ方向と略垂直になる方向に操作される操作スイッチが実装さ
れることを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記主基板部の前記延出した領域の前記装置本体の正面側に、音声信号を集音するマイ
クが配置されることを特徴とする請求項２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記主基板部の前記延出した領域に、前記マイクによって集音された音声信号が伝達さ
れる音声信号伝達部と、前記音声信号伝達部に伝達された音声信号を処理する音声信号処
理部とが実装されることを特徴とする請求項３に記載の撮像装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えばデジタルカメラ等の撮像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、デジタルカメラ等の撮像装置として、撮像素子を有するレンズユニットの一側面
にフレームを取り付け、そのフレームに対して映像信号処理基板（主基板部）をレンズユ
ニットの一側面と平行となるように配置した技術が提案されている（特許文献１）。
【０００３】
　また、外装部材の被写体側に設けた遮光フードを有し、遮光フードの被写体と逆側に開
口した空間部に回路基板（主基板部）を配置した技術が提案されている（特許文献２）。
この提案では、回路基板は、レンズユニットの一側面の外方位置でレンズユニットの一側
面と平行になるように配置される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平６－３２６９０５号公報
【特許文献２】特開２０１２－１７３３３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　デジタルカメラにおいて、上下方向の薄型化を実現する為には、撮像素子を有するレン
ズユニット、及び画像処理回路や制御回路等を有する主基板部をカメラ本体内に適切に配
置する必要がある。上記特許文献１及び２では、いずれもレンズユニットの一側面の外方
位置で主基板部がレンズユニットの一側面と平行に配置される。このような配置を適用し
て上下方向に薄型のデジタルカメラを実現しようとすると、レンズユニットの上側面若し
くは下側面の外方位置でレンズユニットの上側面若しくは下側面と平行となるように主基
板部を配置することとなる。
【０００６】
　この場合、少なくともレンズユニットの高さと主基板部の厚さ方向の高さを合計した寸
法が必要となる。つまり、上記特許文献１及び２の構成では、デジタルカメラを上下方向
に薄型にしようとした場合、レンズユニットの高さと主基板部の高さとの合計寸法よりも
薄型にすることが不可能である。
【０００７】
　そこで、本発明は、レンズユニットの高さと主基板部の高さとの合計寸法よりも薄型に
することが可能な撮像装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明の撮像装置は、装置本体の正面側に配置されるレン
ズ部、及び前記レンズ部に入射した被写体光を光電変換する撮像素子を有するレンズユニ
ットと、前記レンズユニットの上下方向の高さの範囲内で前記レンズ部の光軸と略平行な
方向に前記レンズユニットの背面及び両側部を囲むように配置される主基板部とを備える
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、レンズユニットの高さと主基板部の高さとの合計寸法よりも薄型にす
ることが可能な撮像装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の撮像装置の実施形態の一例であるデジタルカメラ（フラットカム）を正
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面側（被写体側）から見た斜視図である。
【図２】図１に示すデジタルカメラを背面側から見た斜視図である。
【図３】図１に示すデジタルカメラを底面側から見た斜視図である。
【図４】図１に示すデジタルカメラの表示ユニット及びスタンドユニットを所定角度開い
た状態を示す斜視図である。
【図５】カメラ本体に対してカード蓋を開いた状態を示す斜視図である。
【図６】カメラ本体に対してジャック蓋を開いた状態を示す斜視図である。
【図７】デジタルカメラの制御系を示すブロック図である。
【図８】レンズ部の斜視図である。
【図９】レンズ部の分解斜視図である。
【図１０】レンズ部の光軸方向に沿う断面図である。
【図１１】レンズユニットの分解斜視図である。
【図１２】レンズ部のリアスリーブの背面側にＬＰＦ及びセンサラバーを組み込んだ状態
を示す図である。
【図１３】（ａ）はセンサ基板の正面図、（ｂ）はセンサ基板の背面図である。
【図１４】（ａ）はセンサ基板をセンサプレートに接着固定した後の正面図、（ｂ）は（
ａ）の右側面図である。
【図１５】センサ基板及びセンサプレートをレンズ部に固定した状態を示す背面図である
。
【図１６】（ａ）はレンズユニットと主基板部との位置関係をカメラ本体の上面側から見
た模式図、（ｂ）はレンズユニットと主基板部との位置関係をカメラ本体の正面側から見
た模式図である。
【図１７】主基板部をカメラ本体の上面側から見た図である。
【図１８】主基板部をカメラ本体の底面側から見た図である。
【図１９】レンズユニットと主基板部との位置関係をカメラ本体の上面側から見た図であ
る。
【図２０】レンズユニットと主基板部との位置関係をカメラ本体の底面側から見た図であ
る。
【図２１】フロントカバーにメイン基板を組み込んだ状態をカメラ本体の上面側から見た
図である。
【図２２】図２１のＡ－Ａ線断面図である。
【図２３】図２１のＢ－Ｂ線断面図である。
【図２４】電源ユニットの分解斜視図である。
【図２５】図２４に示す電源ユニットの組立体をカメラ本体の底面側から見た一部を破断
した図である。
【図２６】図２４に示す電源ユニットの組立体をカメラ本体の上面側から見た図である。
【図２７】三脚ベースが取り付けられた主基板部をカメラ本体の底面側から見た図である
。
【図２８】三脚ベースが取り付けられた主基板部にフロントカバー及び電源ユニットを組
み込んだ状態をカメラ本体の底面側から見た図である。
【図２９】（ａ）は、電源ユニットを主基板部に対して平行に配置してヒップアップさせ
た場合のカメラ本体の外観を模式的に示す図である。（ｂ）は、電源ユニットの背面側端
部が主基板部に接近するように電源ユニットを斜めに配置することでヒップアップさせた
場合のカメラ本体の外観を模式的に示す図である。
【図３０】図２８のＣ－Ｃ線断面図である。
【図３１】（ａ）は図３０のＲ部拡大詳細図、（ｂ）は図３０のＳ部拡大詳細図である。
【図３２】図２８のＤ－Ｄ線断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施形態の一例を図面を参照して説明する。
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【００１２】
　図１は本発明の撮像装置の実施形態の一例であるデジタルカメラを正面側（被写体側）
から見た斜視図、図２は図１に示すデジタルカメラを背面側から見た斜視図、図３は図１
に示すデジタルカメラを底面側から見た斜視図である。図４は、図１に示すデジタルカメ
ラの表示ユニット及びスタンドユニットを所定角度開いた状態を示す斜視図である。なお
、本実施形態では、撮像装置として、小型且つ上下方向に薄型のデジタルカメラを例示す
るが、これに限定されない。
【００１３】
　本実施形態のデジタルカメラは、図１乃至図３に示すように、カメラ本体４の正面側に
、レンズ部１（図５参照）を開閉するバリア４１０が設けられ、バリア４１０の左右両側
には、それぞれマイク４２，４３が設けられる。また、カメラ本体４の上面部には、スピ
ーカ４０２、及び表示ユニット７が設けられる。表示ユニット７は、ＬＣＤ等の画像表示
パネルやタッチパネル等により構成される表示部７０を有する。ここで、カメラ本体４は
、本発明の装置本体の一例に相当する。
【００１４】
　カメラ本体４の底面側には、三脚ベース３３、バッテリ蓋８４、及びスタンドユニット
８３が設けられる。カメラ本体４を正面側、即ちバリア４１０側から見て右側の側部には
、アクセスＬＥＤ窓８１、レリーズノブ９２及びカード蓋９３等が設けられ、左側の側部
には、電源ＬＥＤ窓４６、再生ノブ８２、電源ノブ４５及びジャック蓋９４等が設けられ
る。なお、カード蓋９３及びジャック蓋９４は、カメラ本体４に対して開閉可能とされて
いる。
【００１５】
　電源ノブ４５は、スライド操作によりカメラ本体４の電源をオン／オフするとともに、
電源オン操作時にバリア４１０が開かれてレンズ部１が露出し、電源オフ操作時にバリア
４１０が閉じられる。具体的には、電源ノブ４５がオン操作されると、カメラ本体４のバ
リア検知スイッチ３１２（図１６（ａ）参照）によりバリア４１０が開かれたことを検知
し、本体制御部４ａ（図７参照）によりカメラ本体４の電源をオンする。
【００１６】
　バリア４１０が開状態となることで、図４に示すように、撮影レンズ群を有するレンズ
部１に被写体光が入射して後述するセンサ部２の撮像素子２００に結像する。撮像素子２
００は、結像した被写体像を光電変換して後述する主基板部３（図７参照）へ出力する。
主基板部３に出力された画像情報は、表示ユニット７へ出力されて表示部７０に表示され
る。
【００１７】
　また、図４に示すように、表示ユニット７及びスタンドユニット８３は、カメラ本体４
に対して開閉方向に回動可能に支持される。表示ユニット７は、カメラ本体４に対して２
軸ヒンジ部７２を介して開閉方向に回動可能に支持されるとともに、例えば９０°開いた
状態で回動可能に支持される。従って、表示ユニット７の表示部７０をレンズ部１と同一
方向に向けた状態で自分撮りを行うことが可能となる。
【００１８】
　図５は、カメラ本体４に対してカード蓋９３を開いた状態を示す斜視図である。図５に
示すように、カード蓋９３を開いた状態では、情報通信端子３０９及びカードコネクタ３
１０が露出する。情報通信端子３０９及びカードコネクタ３１０は、後述するメイン基板
３０に実装され、本体制御部４ａによって各々の情報が制御される。
【００１９】
　情報通信端子３０９としては、例えば、ＵＳＢ端子などが挙げられる。この情報通信端
子３０９に不図示の情報通信ケーブル（例えばＵＳＢケーブル）の一端を装着し、他端を
外部機器（例えばＰＣ）に装着することで、カメラと外部機器との間での情報通信を可能
にする。また、カードコネクタ３１０に、不図示のメモリカードを挿入することで、メモ
リカードに撮影画像を記録することが可能となるとともに、メモリカードに記録されてい
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る撮影画像を読み出して表示部７０に表示することが可能となる。
【００２０】
　図６は、カメラ本体４に対してジャック蓋９４を開いた状態を示す斜視図である。図６
に示すように、ジャック蓋９４を開いた状態では、ＤＣ端子３０７及び映像端子３０８が
露出する。ＤＣ端子３０７及び映像端子３０８は、後述するメイン基板３０に実装され、
本体制御部４ａによって各々の情報が制御される。
【００２１】
　ＤＣ端子３０７に不図示のＤＣケーブルの一端を装着し、他端を外部電源に装着するこ
とで、カメラに外部からの電源を供給することが可能になる。映像端子３０８としては、
例えば、ＨＤＭＩ(登録商標)端子などが挙げられる。映像端子３０８に不図示の映像通信
ケーブル（例えばＨＤＭＩ(登録商標)ケーブル）の一端を装着し、他端を外部機器（例え
ばテレビ）に装着することで、カメラと外部機器との間で映像情報の通信が可能になる。
【００２２】
　図７は、デジタルカメラの制御系を示すブロック図である。図７に示すように、レンズ
ユニット１Ａは、レンズ部１及びセンサ部２を有し、前述したように、レンズ部１に入射
した被写体光は、センサ部２の撮像素子２００に結像して光電変換される。
【００２３】
　カメラ本体４は、主基板部３、操作部４ｂ、及び無線通信部５等を備える。主基板部３
は、本体制御部４ａ、電源部４ｅ、検知部４ｄ、外部接続端子部４ｃ、カードコネクタ３
１０、メモリ４ｆ、及び無線通信部５等を有する。
【００２４】
　本体制御部４ａは、画像・音声情報の入出力、圧縮・変換等の画像処理、記録・再生等
の録再処理等に代表される情報処理を主基板部３に設けられたメモリ４ｆと通信しながら
行う。本体制御部４ａには、後述するメインＩＣ３０１、電源ＩＣ３０２、オーディオＩ
Ｃ３０３等の信号処理ＩＣが含まれる。
【００２５】
　センサ部から本体制御部４ａに画像情報が出力されると、本体制御部４ａは、この画像
情報に対して画像処理等の情報処理を行う。また、本体制御部４ａは、伝達された画像情
報に応じて、例えば後述する絞りユニット１３を動作させ、撮像画像の明度の調整を行わ
せる等のレンズユニット１Ａの制御を行う。撮影画像を記録する場合は、本体制御部４ａ
がカードコネクタ３１０へ画像情報を伝達し、メモリカードに撮影画像を記録させる。
【００２６】
　電源部４ｅには、ＤＣ端子３０７及びバッテリ端子３０６が含まれる。前述したように
、ＤＣ端子３０７では、外部電源ケーブルを介して外部電源より電力を得ることが可能で
ある。また、バッテリ端子３０６では、後述する電源ユニット６のバッテリ６０より電力
を得ることが可能である。電源部４ｅで得られる電力は、本体制御部４ａへ電送され、本
体制御部４ａにより各駆動要素に適した電圧に電圧変換が行われた後、各駆動要素の電源
として各駆動要素へ電送される。
【００２７】
　検知部４ｄには、バリア検知スイッチ３１２等が含まれる。バリア検知スイッチ３１２
は、電源ノブ４５の操作によるバリア４１０の開閉動作を検知する。バリア４１０の開閉
情報は、本体制御部４ａへ伝達され、本体制御部４ａは、バリア４１０の開閉情報に基づ
いてカメラ本体４ａの電源をオン／オフさせる。
【００２８】
　外部接続端子部４ｃには、映像端子３０８及び情報通信端子３０９等が含まれる。外部
接続端子部４ｃに外部接続ケーブルが接続されると、その接続を各接続端子が検知し、本
体制御部４ａへ検知信号を伝達する。本体制御部４ａは、接続された外部接続ケーブルに
応じて画像情報の入出力等の制御を行う。
【００２９】
　操作部４ｂには、例えばレリーズノブ９２及び再生ノブ８２が含まれる。操作部４ｂが
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操作されると、後述する主基板部３に実装されたレリーズスイッチ３１１及び再生スイッ
チ３１３等が操作を検出し、本体制御部４ａへ操作情報を伝達する。本体制御部４ａは、
この操作情報を基に画像記録や再生モードへのモード切り替えを行う。
【００３０】
　無線通信部５は、外部無線機器と無線通信が可能な後述する無線モジュール５０を有す
る。無線モジュール５０から無線通信の情報が本体制御部４ａへ伝達されると、本体制御
部４ａは、画像情報の入出力等の無線通信制御を行う。
【００３１】
　表示ユニット７は、タッチパネル７１、パネル基板部７３、及びＬＣＤ等の表示部７０
を有する。パネル基板部７３は、本体制御部４ａに接続されて、本体制御部４ａとの間で
情報の伝達が可能とされている。例えば、レンズユニット１Ａでの撮影画像情報が本体制
御部４ａに伝達され、本体制御部４ａにより画像処理された後、本体制御部４ａからパネ
ル基板部７３へその画像情報が伝達される。
【００３２】
　パネル基板部７３は、伝達された画像情報を画像処理した後、表示部７０に表示する。
また、ユーザがタッチパネル７１を操作した操作情報は、パネル基板部７３を介して本体
制御部４ａへ伝達され、本体制御部４ａは、伝達された操作情報に応じて所定の制御を行
う。
【００３３】
　図８はレンズ部１の斜視図、図９はレンズ部１の分解斜視図、図１０はレンズ部１の光
軸方向に沿う断面図である。図８乃至図１０において、フロントスリーブ１１は、撮影レ
ンズ群１０を保持してレンズ部１の正面側に配置され、リアスリーブ１２は、背面側にセ
ンサ部２を保持してレンズ部１の背面側に配置される。絞りユニット１３は、複数の絞り
羽根１３１を有して撮影レンズ群１０に入射する光量を調整する。
【００３４】
　リアスリーブ１２の背面側には、ＬＰＦ凹部１０１が設けられ、ＬＰＦ凹部１０１の周
囲には、３本のラバー位置決めボス１０２及び２本のプレート位置決めボス１０３が背面
側に突出して設けられる。
【００３５】
　また、リアスリーブ１２の背面側には、タップ下穴からなる３本のセンサービスボス１
０４が設けられ、リアスリーブ１２の背面側の４隅には、センサ接着部１０５が設けられ
る。絞りフレキシブルプリント基板（以下、絞りＦＰＣという。）１０６は、絞りユニッ
ト１３と主基板部３とを電気的に接続する。
【００３６】
　撮影レンズ群１０は、その光学性能において、撮影対角画角が略１７０°の広角撮影が
可能である。この撮影レンズ群１０は、フロントスリーブ１１に対して光軸方向の位置及
び傾きを調整された状態でカシメ固定される。
【００３７】
　絞りユニット１３は、図９に示すように、上面側から見て略Ｌ字形状をなしており、絞
り羽根１３１を有するＬ字形状の一辺がフロントスリーブ１１の内部に挿入されるように
組み込まれる。
【００３８】
　絞りユニット１３の絞り羽根１３１は、図１０に示すように、撮影レンズ群１０の間に
挿入される。この位置において、絞りユニット１３は、絞り羽根１３１を開閉駆動するこ
とにより、センサ部２の撮像素子２００が受光する光量を調整する。
【００３９】
　絞りユニット１３を駆動するアクチュエータ１３２は、絞りユニット１３のＬ字形状の
他辺、本実施形態では、撮影レンズ群１０の右側部側に長手方向が光軸と平行となるよう
に配置される。
【００４０】
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　このように、アクチュエータ１３２をレンズ部１の側部にその長手方向が光軸と平行方
向となるように配置することで、レンズ部１の高さ方向の寸法を短くしてレンズ部１を小
型にすることが可能となる。
【００４１】
　フロントスリーブ１１とリアスリーブ１２とは、光軸方向へ相対的に移動可能とされて
いる。前述したように、フロントスリーブ１１は、撮影レンズ群１０を保持し、リアスリ
ーブ１２は、センサ部２を保持する。
【００４２】
　この為、フロントスリーブ１１とリアスリーブの光軸方向位置を調整することで、撮影
レンズ群１０の焦点位置とセンサ部２の撮像素子２００の受光面との相対位置の調整（ピ
ント調整）が可能となる。
【００４３】
　また、図１０に示すレンズ部１の上下方向の寸法Ｖは、撮影対角画角１７０°の広角撮
影を実現させる撮影レンズ光学系を構成する為に必要なレンズ部１の高さ方向の寸法とな
る。
【００４４】
　図１１はレンズユニット１Ａの分解斜視図、図１２はレンズ部１のリアスリーブ１２の
背面側にＬＰＦ１４及びセンサラバー１５を組み込んだ状態を示す図である。
【００４５】
　図１１及び図１２に示すように、センサ部２は、ＬＰＦ（光学ローパスフィルタ）１４
、センサラバー１５、センサプレート２１、及びセンサ基板２０を有する。ＬＰＦ１４は
、撮影レンズ群１０に入射した光線の高周波成分をカットし、撮像画像に干渉縞や偽色が
発生するのを防止する。
【００４６】
　センサラバー１５には、３本の円筒状のラバーチャージ部１５１が形成される。センサ
プレート２１は、センサ基板２０を保持し、センサ基板２０には、後述する撮像素子２０
０が実装される。
【００４７】
　センサプレート２１には、丸穴と長穴で形成された一対のセンサ位置決め穴２１１、及
びセンサビス穴２１２が形成される。また、センサプレート２１の中央部には、撮像素子
２００の外形を所定量外側へオフセットさせた形状のプレート開口部２１３が形成される
。センサビス２２は、センサプレート２１をリアスリーブ１２の背面側に保持する。
【００４８】
　ＬＰＦ１４は、リアスリーブ１２のＬＰＦ凹部１０１に組み込まれる。センサラバー１
５は、矩形状に形成され、リアスリーブ１２の３本のラバー位置決めボス１０２と３本の
円筒状ラバーチャージ部１５１との内径部を各々嵌合させて、リアスリーブ１２に対して
位置決めされた状態で組み込まれる。
【００４９】
　センサラバー１５のＬＰＦ１４側には、外側全周からＬＰＦ１４に向けて不図示の突起
部が設けられる。後の組み立て工程おいて、センサプレート２１がリアスリーブ１２に組
み込まれると、センサラバー１５は、所定量弾性変形してリアスリーブ１２側へ付勢され
る。
【００５０】
　このとき、センサラバー１５に設けられた前述の突起部がＬＰＦ１４をチャージし、Ｌ
ＰＦ１４をリアスリーブ１２に向けて保持するとともに、レンズ部１へのゴミの進入を防
止する。
【００５１】
　図１３（ａ）はセンサ基板２０の正面図、図１３（ｂ）はセンサ基板２０の背面図であ
る。図１３において、撮像素子２００は、センサ基板２０の表面側、即ちレンズ部１側に
実装され、撮影レンズ群１０を介して結像した被写体像を電気信号（画像情報）に光電変
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換する。リジット部２０１は、所定の剛性を有し、センサ基板２０において撮像素子２０
０等が実装される部位を形成する。
【００５２】
　リジット部２０１の裏面、即ち撮像素子２００が実装面と反対側の面には、銅箔露出部
２０４が設けられ、銅箔露出部２０４の周囲には、実装部品群２０６が設けられるととも
に、貫通孔２０５が形成される。ＦＰＣ２０２は、一端がリジット部２０１に接続され、
他端がリジット部２０３に接続される。リジット部２０３は、所定の剛性を有し、裏面側
に主基板部３に接続されるコネクタ２０７が設けられる。
【００５３】
　撮像素子２００は、本実施形態では、ＣＳＰ（Chip Size Package）で構成され、裏面
の略全域に電極パッドとしてのＬＧＡ(Land Grid Array)を有して、センサ基板２０のリ
ジット部２０１に密着した状態で実装される。
【００５４】
　撮像素子２００は、センサ基板２０に対して自動実装機にて実装され、センサ基板２０
と一体化される。撮像素子２００の撮像面に結像して光電変換された画像情報は、撮像素
子２００の内部信号線からＬＧＡ、リジット部２０１、及びＦＰＣ２０２を介してコネク
タ２０７に伝達される。
【００５５】
　センサ基板２０は、撮像素子２００の信号パターン引き出し領域や実装部品群２０６の
実装領域を確保しなければならない為、所定の面積を有する必要がある。一方で、カメラ
本体４の薄型化のために、前述したように、レンズ部１の高さ寸法Ｖ内に各種部品を配置
する必要がある。
【００５６】
　そこで、本実施形態では、センサ基板２０のリジット部２０１の外形を撮像素子２００
の中心位置に対して左右方向片側（本実施形態では、図１３（ｂ）の左側）へ延出するこ
とで、上下方向に大型化させることなく、所定の面積を確保できるようしている。貫通孔
２０５は、延出させたリジット部２０１の左側に設けられる。なお、この点については、
後述する。
【００５７】
　貫通孔２０５には、後の工程において、撮像素子２００のあおり調整時にセンサビス２
２が挿通される。また、貫通孔２０５は、センサビス２２のビス頭径より所定量大きく形
成される。なお、撮像素子２００のあおり調整については、公知であるため、その説明を
省略する。
【００５８】
　図１３（ｂ）に示すように、ＦＰＣ２０２は、センサ基板２０の左右方向片側の広面積
側（左側）に寄せた位置に配置される。また、図１３（ｂ）の寸法ｉに示すように、ＦＰ
Ｃ２０２がリジット部２０１より引き出される部位のリジット部２０１外形は、寸法ｉ分
上方向に段差が設けられている。
【００５９】
　これにより、ＦＰＣ２０２は、後の工程であるメイン基板３０との接続状態において、
折り曲げ時の撓み代が確保され、センサ基板２０へかかる反力を軽減することが可能とな
る。
【００６０】
　撮像素子２００で光電変換された画像情報は、リジット部２０１の画像情報信号パター
ンを介して引き出され、貫通孔２０５の左右の領域を通ってＦＰＣ２０２に伝送される。
実装部品群２０６は、貫通孔２０５の上下の領域に実装され、各画像情報信号パターンと
接続される。
【００６１】
　銅箔露出部２０４は、撮像素子２００と投影上略同一形状に形成される。銅箔露出部２
０４は、リジット部２０１を覆うレジスト等の保護層を剥離して基板内部の銅箔を露出さ
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せたものである。
【００６２】
　この銅箔露出部２０４には、撮像素子２００が発熱した際、撮像素子２００の熱がダイ
レクトに伝導し、撮像素子２００の温度上昇に伴って、銅箔露出部２０４も発熱すること
となる。
【００６３】
　図１４（ａ）はセンサ基板２０をセンサプレート２１に接着固定した後の正面図、図１
４（ｂ）は図１４（ａ）の右側面図である。図１５は、センサ基板２０及びセンサプレー
ト２１をレンズ部１に固定した状態を示す背面図である。
【００６４】
　撮像素子２００のあおり調整を行った後、センサプレート２１とレンズ部１のリアスリ
ーブ１２及びセンサプレート２１とセンサビス２２を接着剤２６により接着し、レンズ部
１にセンサ基板２０が一体に接着されたセンサプレート２１を固定する。
【００６５】
　また、センサ基板２０のリジット部２０１には、撮像素子２００の中心に対して、撮像
素子２００の長辺方向の一側（図１５の左側）の端部までの長さが他側の端部までの長さ
より長い延長部２０１ａが設けられる。そして、延長部２０１ａに対して撮像素子２００
の短辺方向（カメラ本体４の上下方向）にＦＰＣ２０２が接続される。
【００６６】
　貫通孔２０５は、このリジット部２０１の延長部２０１ａに形成され、撮像素子２００
の画像信号パターンは、ＦＰＣ２０２に向かって引き出されて、貫通孔２０５周辺に配置
されたセンサ実装部品群２０６に接続される。
【００６７】
　このようにリジット部２０１を構成することで、センサ基板２０ひいてはカメラ本体４
の上下方向の小型化を実現しつつ、リジット部２０１に貫通孔２０５を形成した場合でも
、画像信号パターン及びセンサ実装部品群２０６の良好な配置が可能となる。
【００６８】
　図１５において、放熱シート２４は、例えば銅箔シートやグラファイトシート等の薄型
で熱伝導率の高い材料を用いることが望ましい。放熱シート２４の外形内側の上下２カ所
の一点鎖線Ｓ１，Ｓ２のうち、下部の一点鎖線Ｓ２より下側の範囲は、銅箔露出部２０４
に貼り付けられる両面テープの範囲を示す。
【００６９】
　また、上部の一点鎖線Ｓ１より上側の範囲は、カメラ本体４の正面側外装に貼り付けら
れる両面テープの範囲を示す。放熱性を考慮すると、両面テープは、１０μｍ以下の薄手
のものが好ましい。また、放熱シート２４の貼り付けは、接着剤２６の塗布硬化後に行わ
れる。なお、本実施形態では、放熱シート２４の厚さは、３５μｍ程度としている。
【００７０】
　そして、撮像素子２００で発生した熱は、リジット部２０１の内層から銅箔露出部２０
４を介して放熱シート２４へと伝導し、放熱シート２４からカメラ本体４の正面側外装で
あるフロントカバー４０（図２１参照）に伝導して外気に放散される。
【００７１】
　これにより、撮像素子２００で発生した熱を速やかに外気に放散することが可能となり
、撮像素子２００の温度上昇を良好に抑えることが可能となる。ここで、外気への放熱性
を考慮すると、フロントカバー４０は、熱伝導性に優れる、純アルミ系やアルミ合金材料
で形成されるのが望ましい。
【００７２】
　また、銅箔露出部２０４は、撮像素子２００と投影上略同一形状に形成されることで、
撮像素子２００の撮像面の熱を均一に放熱することが可能となり、撮像面の温度ムラ発生
を防止することが可能となる。
【００７３】
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　図１５において、寸法Ｅは、レンズ部１の幅方向寸法を表している。後述するが、レン
ズ部１及びセンサ部２の左右方向外側は、メイン基板３０の外形によって囲われる。また
放熱シート２４は、センサ基板２０のＦＰＣ２０２と並んで配置されている。
【００７４】
　前述したように、ＦＰＣ２０２は、リジット部２０１において撮像素子２００の中心か
ら片側（左側）に寄った位置に接続されているのに対し、放熱シート２４は、リジット部
２０１の撮像素子２００側（右側）への配置となる。このような配置とすることで、レン
ズ部１の左右方向の寸法Ｅの範囲内で、画像信号伝達領域と撮像素子２００の放熱構造を
コンパクトに配置することが可能となる。
【００７５】
　図１６（ａ）はレンズユニット１Ａと主基板部３との位置関係をカメラ本体４の上面側
から見た模式図、図１６（ｂ）はレンズユニット１Ａと主基板部３との位置関係をカメラ
本体４の正面側から見た模式図である。
【００７６】
　図１６（ｂ）に示すように、主基板部３は、レンズ部１の高さ方向寸法Ｖの範囲内にお
いて、レンズユニット１Ａを構成するレンズ部１及びセンサ部２に対して略垂直に配置さ
れる。
【００７７】
　また、主基板部３は、図１６（ａ）に示すように、レンズユニット１Ａの左右側面及び
背面側の３面をコ字状に囲うように配置される。このように配置することで、レンズユニ
ット１Ａの左右のスペースを有効に活用して、レンズユニット１Ａの高さと主基板部３の
厚さ方向の高さとの合計寸法よりもカメラ本体４を上下方向に薄型にすることが可能とな
る。
【００７８】
　図１７は主基板部３をカメラ本体４の上面側から見た図、図１８は主基板部３をカメラ
本体４の底面側から見た図である。図１７及び図１８に示すように、主基板部３は、領域
Ｊ、Ｋ、Ｌ、Ｍ、Ｕに区画されている。
【００７９】
　また、領域Ｊ、Ｋの間には、切欠き部Ｐが設けられ、領域Ｌ、Ｍの間には、切欠き部Ｑ
が設けられる。図１６を参照して、切欠き部Ｐには、前述したように、レンズユニット１
Ａが配置され、切欠き部Ｑには、バッテリ６０が配置される。
【００８０】
　また、領域Ｕを中心に見ると、領域Ｊ、Ｋ、Ｌ、Ｍは、それぞれ領域Ｕの４隅にてレン
ズ部１の光軸方向に延出した領域とされている。
【００８１】
　図１７及び図１８において、オーディオＩＣ３０３は、マイク４２，４３から入力され
るオーディオ信号に対してＡ／Ｄ変換等のオーディオ信号処理を行う。コネクタ３０４は
、センサ基板２０のコネクタ２０７に接続される。
【００８２】
　アクセスＬＥＤ３１４は、カードコネクタ３１０に挿入されたメモリカードとの通信の
有無及び通信状態により点灯・消灯を行う。絞りＦＰＣコネクタ３１５は、絞りＦＰＣ１
０６と接続される。ダンパー部材３６は、スポンジ等の弾性力を有する部材で形成され、
メイン基板３０の表面側に貼り付けられる。
【００８３】
　図１７において、メインＩＣ３０１は、メイン基板３０の領域Ｕの表面側の略中央に配
置される。メインＩＣ３０１は、主基板部３の各構成要素と電気的に接続され、各構成要
素を電気的に制御する。
【００８４】
　図１７及び図１８において、領域Ｕには、バッテリ端子３０６、ＤＣ端子３０７、映像
端子３０８、情報通信端子３０９、カードコネクタ３１０等が配置されている。
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【００８５】
　これらの構成要素は、メイン基板３０に実装する際に、その周辺回路を含めて所定の面
積を必要とする。例えば、カードコネクタ３１０は、図１８に示すように、単独で左右方
向に所定の長さを有する。
【００８６】
　また、バッテリ端子３０６やＤＣ端子３０７は、バッテリ６０及び外部電源から電源を
受給し、その後、電源信号として電源パターンを介して電送されるが、この電源パターン
は、他のメイン基板３０の実装部品の信号パターンに影響を及ぼす場合がある。このため
、電源信号は、電源受給後、直ちに電源ＩＣ３０２に電送して電源制御されるのが望まし
い。
【００８７】
　このことにより、バッテリ端子３０６やＤＣ端子３０７は、電源ＩＣ３０２とセットで
各々近傍に配置される必要があり、メイン基板３０にこれらの構成要素を配置する際、所
定の面積を確保する必要がある。
【００８８】
　情報通信端子３０９や映像端子３０８も同様に、各端子近傍にて各端子からの信号を制
御するＩＣを端子近傍に配置する必要がある為、所定の面積が必要となる。このような理
由から、上述したような主基板部３の構成要素は、比較的広い面積を有する領域Ｕへの配
置が望ましい。
【００８９】
　一方、領域Ｊ、Ｋ、Ｌ、Ｍは、切欠き部Ｐ・Ｑにより比較的狭い面積からなる領域であ
るため、各構成要素が単独で完結できる回路規模の小さい構成要素の配置に適する。また
、領域Ｊ、Ｋ、Ｌ、Ｍは、カメラ本体４の左右外観と近接する部位を含む為、外部とのイ
ンターフェース要素の配置に適する。
【００９０】
　図１７及び図１８において、領域Ｊには、レリーズスイッチ３１１、マイクワイヤーコ
ネクタ３１７、オーディオＩＣ３０３及び絞りＦＰＣコネクタ３１５が配置されている。
また、領域Ｋには、電源ＬＥＤ３０５及びバリア検知スイッチ３１２が配置され、領域Ｌ
には、アクセスＬＥＤ３１４が配置され、領域Ｍには、再生スイッチ３１３が配置されて
いる。
【００９１】
　電源ＬＥＤ３０５、アクセスＬＥＤ３１４、レリーズスイッチ３１１、バリア検知スイ
ッチ３１２及び再生スイッチ３１３は、大規模な周辺処理回路を必要とせず、単独で完結
可能で、且つユーザインタフェースとして利用される要素である。このため、領域Ｊ、Ｋ
、Ｌ、Ｍへの配置が最適である。また、マイクワイヤーコネクタ３１７及びオーディオＩ
Ｃ３０３に関しては、セットで近傍配置される必要があるため、領域Ｊの表裏に配置され
る。
【００９２】
　図１９はレンズユニット１Ａと主基板部３との位置関係をカメラ本体４の上面側から見
た図、図２０はレンズユニット１Ａと主基板部３との位置関係をカメラ本体４の底面側か
ら見た図である。図１９及び図２０に示すように、主基板部３を構成するメイン基板３０
は、メイン基板３０の実装面がセンサ基板２０の撮像素子２００実装面と略垂直となる方
向へ配置される。
【００９３】
　また、図２０に示すように、レンズユニット１Ａの図２０の右側面側に延出された領域
Ｊには、レリーズスイッチ３１１が配置される。ここで、レリーズスイッチ３１１は、本
発明の操作スイッチの一例に相当する。レリーズスイッチ３１１は、光軸に対して略垂直
方向（図中矢印方向）に操作される。レリーズスイッチ３１１は、レリーズノブ９２と対
向する位置に配置され、ユーザが親指等でレリーズノブ９２を押し操作することで、動作
する。
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【００９４】
　このように、本実施形態では、撮影時に使用されるレリーズスイッチ３１１をレンズ部
１の側方で光軸と略垂直でかつレンズユニット１Ａの高さ方向と略垂直な方向に操作され
るように配置している。これにより、撮影時のレリーズノブ９２の操作によりレンズ部１
が光軸周りに回転するのを防止することができ、撮影操作時のブレを低減することが可能
となる。
【００９５】
　また、カメラ本体４を把持する際には、レリーズノブ９２を親指で押し操作する面に対
向する面を人差し指にて支える為、レリーズノブ９２の押し操作時のブレを低減すること
が可能となる。更に、レリーズスイッチ３１１専用の他基板を用いることなく、メイン基
板３０を領域Ｊにレリーズスイッチ３１１を実装することで、コストダウンを図ることが
可能である。
【００９６】
　図１６（ａ）に戻って、メイン基板３０の領域Ｊのカメラ本体４の正面側には、マイク
４３が配置され、レンズユニット１Ａを間に挟んでマイク４３の反対側には、マイク４２
が配置されている。マイク４３とマイクワイヤーコネクタ３１７とは、マイクワイヤー４
４Ｌで接続され、マイク４２とマイクワイヤーコネクタ３１７とは、マイクワイヤー４４
Ｒで接続されている。
【００９７】
　マイク４２及びマイク４３で集音された音声は、アナログオーディオ信号としてマイク
４２及びマイク４３から出力される為、他の電気信号の影響を受けやすく、アナログオー
ディオ信号にノイズが乗ってしまうと、オーディオ信号品質が劣化してしまう。この為、
メイン基板３０の内部にて信号線パターンとして引き回すことは回避する必要がある。
【００９８】
　また、マイク４２及びマイク４３からメイン基板３０上のマイクワイヤーコネクタ３１
７までのマイクワイヤー４４Ｒ，４４Ｌによる接続距離も可能な限り短くすることが望ま
れる。
【００９９】
　そこで、本実施形態では、メイン基板３０にマイク４３に向けて延出する領域Ｊを設け
て、領域Ｊにマイクワイヤーコネクタ３１７を配置している。これにより、マイク４３か
ら出力されるアナログオーディオ信号は、メイン基板３０の内部を引き回されることなく
、マイクワイヤー４４Ｌによってマイクワイヤーコネクタ３１７に対して直近で接続され
る。
【０１００】
　一方、マイク４２側には、バリア４１０を開閉駆動するバリア駆動ユニット４１１が配
置される。従って、マイク４２側では、メイン基板３０をマイク４２に向けて十分に延出
させることができず、領域Ｋの面積も広く設定することができない。この為、バリア駆動
ユニット４１１のレンズ部１を間に挟んで反対側の領域Ｊに、マイクワイヤーコネクタ３
１７及びオーディオＩＣ３０３を配置するのが適切である。
【０１０１】
　マイク４２に接続されるマイクワイヤー４４Ｒは、領域Ｊに向けてノイズ源であるセン
サ部２を避けるようにレンズ部１の上方を通ってマイクワイヤー４４Ｌ側へ引き回され、
マイクワイヤーコネクタ３１７に接続される。
【０１０２】
　図１９に示すように、オーディオＩＣ３０３及びその周辺回路は、メイン基板３０の表
面側領域Ｊに配置される。マイクワイヤーコネクタ３１７とオーディオＩＣ３０３は、そ
れぞれ領域Ｊにおいて表裏に配置されている。
【０１０３】
　十分な面積を有しない領域Ｊにおいて、領域Ｊの一方の面にマイクワイヤーコネクタ３
１７を配置し、他方の面にオーディオＩＣ３０３を配置することで、マイクワイヤーコネ
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クタ３１７とオーディオＩＣ３０３とを近接配置することが可能となる。
【０１０４】
　マイク４２、及びマイク４３で集音されたアナログオーディオ信号は、マイクワイヤー
コネクタ３１７に伝達された後、裏面に近接配置されたオーディオＩＣ３０３に入力され
る。ここで、マイクワイヤーコネクタ３１７は、本発明の音声信号伝達部の一例に相当し
、オーディオＩＣ３０３は、本発明の音声信号処理部の一例に相当する。
【０１０５】
　アナログオーディオ信号は、オーディオＩＣ３０３及びその周辺回路にてＡ／Ｄ変換さ
れ、デジタルオーディオ信号に変換される。デジタルオーディオ信号は、他の信号の影響
を受けにくく、ノイズに強い為、Ａ／Ｄ変換後、メイン基板３０内を信号パターンとして
引き回され、メインＩＣ３０１に入力される。
【０１０６】
　このように、マイク４３に向けて延出されたメイン基板３０の領域Ｊにマイクワイヤー
コネクタ３１７を配置することで、マイク４３とメイン基板３０間のマイクワイヤー４４
Ｌによる接続距離を短縮可能である。
【０１０７】
　また、オーディオＩＣ３０３とマイクワイヤーコネクタ３１７とをそれぞれメイン基板
３０の領域Ｊの表裏に配置することにより、アナログオーディオ信号を直ちにオーディオ
ＩＣ３０３によってＡ／Ｄ変換することが可能となる。このため、オーディオ信号が他の
信号の影響を受けることなく、オーディオ信号の品質劣化を防止することが可能となる。
【０１０８】
　前述したように、センサ基板２０のＦＰＣ２０２と放熱シート２４とは、センサ基板２
０のリジット部２０１の上部側に互いに隣接して上方に延出される。センサ基板２０の左
右側面は、メイン基板３０の領域Ｊと領域との間Ｋに挟まれ、センサ基板２０の背面側下
方には三脚ベース３３が配置される。
【０１０９】
　この為、センサ基板２０のＦＰＣ２０２と放熱シート２４は、レンズユニット１Ａの左
右幅寸法Ｅ（図１５）の範囲内において、センサ基板２０のリジット部２０１から上方へ
と延出するのが最適な配置となる。
【０１１０】
　図２１はフロントカバー４０にメイン基板３０を組み込んだ状態をカメラ本体４の上面
側から見た図、図２２は図２１のＡ－Ａ線断面図である。
【０１１１】
　前述したように、レンズユニット１Ａと撮像素子２００のあおり調整により、レンズ部
１とセンサ部２との光軸方向距離は相対的に変化する。従って、センサ基板２０からメイ
ン基板３０までの距離もカメラ本体４の個体差によりばらつきが生じることとなる。この
為、センサ基板２０とメイン基板３０との接続部間の距離のばらつきをセンサ基板２０の
ＦＰＣ２０２によって吸収する必要が生じる。
【０１１２】
　また、ＦＰＣ２０２がメイン基板３０に接続された状態において、ＦＰＣ２０２による
リジット部２０１への反力により、あおり調整によって調整された撮像素子２００の適正
な撮像面の位置がズレないようにする必要がある。
【０１１３】
　図２２に示すように、ＦＰＣ２０２は、センサ基板２０の撮像素子２００の実装面に対
して略垂直に配置されたメイン基板３０の実装面の方向へ複数ヶ所（本実施形態では、３
ヶ所）の折り曲げ部２０８ａ～２０８ｃで折り曲げられてメイン基板３０に接続される。
なお、本実施形態では、ＦＰＣ２０２の厚さは、１００μｍ程度とされている。
【０１１４】
　ＦＰＣ２０２は、センサ基板２０の上方（図中右方向）へ延出された後、フロントカバ
ー４０に突き当る位置の折り曲げ部１０８ａで光軸方向（図中下方向）に折り曲げられる
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。また、ＦＰＣ２０２は、メイン基板３０との接続部に引っ張られる為、折り曲げ部２０
８ｂにてカメラ本体４の底面方向（図中左方向）に折り曲げられる。
【０１１５】
　その後、ＦＰＣ２０２は、折り曲げ部２０２ｃにて再び光軸方向（図中下方向）に折り
曲げられ、リジット部２０３に実装されたセンサコネクタ２０７がメイン基板３０に実装
されたセンサコネクタ３０４に接続される。なお、センサコネクタ２０７，３０４は、Ｂ
ｔｏＢ（Board to Board）コネクタとされ、メイン基板３０の実装面に対して略垂直方向
に接続される。
【０１１６】
　このように、ＦＰＣ２０２は、センサ基板２０のリジット部２０１から上方へ延出され
た後、３カ所の折り曲げ部２０８ａ～２０８ｃで折り曲げられた状態でメイン基板３０に
接続される。これにより、ピント調整や撮像素子２００のあおり調整によりセンサ基板２
０とメイン基板３０間の距離が変化しても、ＦＰＣ２０２の折り曲げ部２０８ａ～２０８
ｃでの撓み量が変化するだけであるため、接続長さに影響されることなく、良好な接続が
可能となる。
【０１１７】
　また、ＦＰＣ２０２を３ヶ所の折り曲げ部２０８ａ～２０８ｃで折り曲げることで、リ
ジット部２０１に対して図中の矢印Ｐ方向に直接反力がかからないように反力を分散して
ＦＰＣ２０２の接続による撮像素子２００の撮像面の位置ズレを防止することができる。
【０１１８】
　更に、ＦＰＣ２０２の第１の折り曲げ位置である折り曲げ部２０８ａは、ＦＰＣ２０２
の長さ上、最も急激に折り曲げられる箇所となる。これに対し、図１３（ｂ）で説明した
ように、ＦＰＣ２０２の折り曲げ部２０８ａまでの長さを確保し、折り曲げ部２０８ａに
おける撓み代を確保する構成を用いることで、リジット部２０１への反力をさらに軽減す
ることが可能となる。
【０１１９】
　図２３は、図２１のＢ－Ｂ線断面図である。図２３を参照して、放熱シート２４は、前
述したように、一端側がセンサ基板２０のリジット部２０１の裏面の銅箔露出部２０４に
両面テープを介して貼り付けられて熱接続される。また、放熱シート２４の他端側は、折
り曲げ部２４１で光軸方向（図中下方向）に折り曲げられ、フロントカバー４０の裏面に
貼り付けられて熱接続される。
【０１２０】
　図２４は電源ユニット６の分解斜視図、図２５は図２４に示す電源ユニット６の組立体
をカメラ本体４の底面側から見た一部を破断した図、図２６は図２４に示す電源ユニット
６の組立体をカメラ本体４の上面側から見た図である。
【０１２１】
　図２４乃至図２６において、バッテリ６０は、バッテリボックス６１に対して着脱可能
に収納される。バッテリボックス６１には、４つのボックス受けリブ６１１が突出して設
けられる。また、バッテリボックス６１には、丸ボスと長穴で形成される一対のボックス
位置決め部６１２、及びバッテリ端子嵌合部６１３が設けられる。
【０１２２】
　バッテリボックス６１の底部側開口は、バッテリ保持板金６２により覆われる。バッテ
リ保持板金６２には、バッテリ蓋ロック部６２１がカメラ本体４の背面側に突出して設け
られる。なお、本実施形態では、バッテリボックス６１は、樹脂製とされ。バッテリボッ
クス６１の肉厚に対してバッテリ保持板金６２は十分に薄い肉厚とされている。
【０１２３】
　バッテリボックス６１には、バッテリロックシャフト６３が挿入され、バッテリロック
シャフトに６３には、バッテリロックバネ６４が外挿される。バッテリロックレバー６５
は、バッテリボックス６１に収納されたバッテリ６０をロックする。バッテリ排出バネ６
６は、バッテリボックス６１に収納されたバッテリ６０を排出方向へ付勢する。
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【０１２４】
　バッテリ６０は、略扁平な矩形状に形成され、カメラ本体４の背面側からバッテリボッ
クス６１に挿入されて収納される。バッテリ保持板金６２は、電源ユニット６をカメラ本
体４に組み付けた状態で、メイン基板３０と対向する面側に配置される。
【０１２５】
　バッテリボックス６１に収納されたバッテリ６０は、バッテリ排出バネ６６によって排
出方向に付勢される。この状態で、図２５に示すように、バッテリロックレバー６５がバ
ッテリ６０の角隅部を支持することで、バッテリ６０がバッテリボックス６１内に保持さ
れる。
【０１２６】
　バッテリロックレバー６５及びバッテリロックバネ６４は、バッテリロックシャフト６
３によって軸支される。この状態で、バッテリロックシャフト６３は、バッテリボックス
６１に設けられた穴に挿通されてバッテリボックス６１に組み込まれる。
【０１２７】
　このとき、バッテリロックレバー６５は、バッテリロックバネ６４によって、バッテリ
６０をロックする方向（図２５の矢印方向）に付勢される。これにより、バッテリ６０が
バッテリロックレバー６５によってロックされて、バッテリボックス６１の内部に保持さ
れる。
【０１２８】
　バッテリボックス６１からバッテリ６０を排出する場合は、バッテリロックレバー６５
をバッテリロックバネ６４の付勢力に抗して図２５の矢印方向と逆の方向に回転操作する
。これにより、バッテリロックレバー６５によるバッテリ６０のロックが解除され、バッ
テリ排出バネ６６の付勢力によりバッテリボックス６１からバッテリ６０が排出される。
【０１２９】
　図２７は三脚ベース３３が取り付けられた主基板部３をカメラ本体４の底面側から見た
図、図２８は三脚ベース３３が取り付けられた主基板部３にフロントカバー４０及び電源
ユニット６を組み込んだ状態をカメラ本体４の底面側から見た図である。
【０１３０】
　図２７に示すように、メイン基板３０の裏面側には、上下に２つずつ、合計４つのボッ
クス受け部３１８が設けられる。このボックス受け部３１８は、メイン基板３０の裏面に
おいて、実装部品や信号パターンが設けられていない領域に配置される。
【０１３１】
　主基板部３に電源ユニット６を組み込んだ状態では、メイン基板３０の４つのボックス
受け部３１８にバッテリボックス６１の４つのボックス受けリブ６１１がそれぞれ当接す
る。
【０１３２】
　メイン基板３０の４つのボックス受け部３１８のうち、上側の２つのボックス受け部３
１８は、メイン基板３０の中央付近において、図１７に示すメイン基板３０の表面側に設
けられた左右２カ所のダンパー部材３６に対応する位置に配置される。この状態でボック
ス受けリブ６１１とボックス受け部３１８とが当接することにより、電源ユニット６とメ
イン基板３０との間に所定の隙間が形成される。
【０１３３】
　三脚ベース３３には、ボックス位置決めボス３３２が突設され、メイン基板３０には、
ボックス位置決め穴３１９が貫通して形成されている。バッテリボックス６１は、バッテ
リボックス６１に設けられたボックス位置決め部６１２が、三脚ベース３３のボックス位
置決めボス３３２及びメイン基板３０のボックス位置決め穴３１９に嵌合することでカメ
ラ本体４に対して位置決めされる。
【０１３４】
　ここで、バッテリボックス６１は、三脚ベース３３及びメイン基板３０により位置決め
されるが、バッテリ端子３０６は、後述するフローティング構造を有する為、バッテリボ
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ックス６１のバッテリ端子嵌合部６１３に対する位置ズレを吸収することが可能となる。
また、図２８に示すように、電源ユニット６は、メイン基板３０に対して所定量オーバー
ラップして配置される。
【０１３５】
　本実施形態のデジタルカメラは、カメラ本体４の底面が背面側に向かうにつれてレンズ
部１の光軸に近づく方向に傾斜（ヒップアップ）するように形成される。このような傾斜
をカメラ本体４の底面に設けることで、地面置き撮りの際に撮影画像に地面が写る領域を
減らすことが可能となる他、外観上、カメラを小型に見せる効果もある。
【０１３６】
　図２９（ａ）は、電源ユニット６を主基板部３に対して平行に配置してヒップアップさ
せた場合のカメラ本体４の外観を模式的に示す図である。図２９（ｂ）は、電源ユニット
６の背面側端部が主基板部３に接近するように電源ユニット６を斜めに配置することでヒ
ップアップさせた場合のカメラ本体４の外観を模式的に示す図である。
【０１３７】
　図２９（ａ）に示す比較例では、カメラ本体４の高さが前述したレンズ部１の高さ寸法
Ｖより寸法ｊ分高くなっている。これに対し、図２９（ｂ）に示す本実施形態例では、カ
メラ本体４の高さが前述したレンズ部１の高さ寸法Ｖと略同等となり、高さ寸法Ｖ内に表
示ユニット７、主基板部３、及び電源ユニット６が収まっている。
【０１３８】
　これにより、本実施形態では、カメラの小型薄型化を実現しつつ、カメラ本体４の底面
側をヒップアップさせることが可能となる。
【０１３９】
　図３０は図２８のＣ－Ｃ線断面図、図３１（ａ）は図３０のＲ部拡大詳細図、図３１（
ｂ）は図３０のＳ部拡大詳細図である。
【０１４０】
　図３０に示すように、バッテリ端子３０６は、メイン基板３０に対して略垂直に実装さ
れる。電源ユニット６は、メイン基板３０の実装面に対して所定角度（本実施形態では、
５°）傾斜して配置される。
【０１４１】
　この為、バッテリ６０は、バッテリ端子３０６に対して所定角度傾斜した状態で、バッ
テリボックス６１に収納される。このバッテリ６０は、カメラ本体４の背面面側に向かう
に従ってメイン基板３０に接近するように傾斜する。図３０において、略三角形状の領域
ｈは、メイン基板３０に対して傾斜するバッテリ保持板金６２とメイン基板３０の実装面
とで形成される領域を示す。
【０１４２】
　前述したように、バッテリ端子３０６は、メイン基板３０の裏面側に実装され、バッテ
リ６０は、メイン基板３０に対して所定量オーバーラップして配置されるため、バッテリ
端子３０６は、メイン基板３０の外形内側に配置される。また、バッテリ端子３０６には
、図３１（ａ）に示す端子接点部３０６１が３カ所設けられ、端子接点部３０６１は、先
端にＲ形状部を有する。
【０１４３】
　一方、バッテリ６０側には、バッテリ端子部６０１が設けられる。バッテリ６０は、バ
ッテリボックス６１への装着状態において、バッテリ端子部６０１と端子接点部３０６１
が当接することにより、主基板部３に電源を供給する。
【０１４４】
　このとき、端子接点部３０６１の先端にＲ形状部が設けられることで、斜めに挿入され
るバッテリ６０のバッテリ端子部６０１に対しても端子接点部３０６１が良好に当接可能
となる。
【０１４５】
　また、バッテリ端子３０６は、メイン基板３０に実装された状態で実装面方向へ所定量
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移動可能（フローティング構造）とされている。バッテリボックス６１が組み込まれると
、バッテリボックス６１のバッテリ端子嵌合部６１３がバッテリ端子３０６に嵌合してバ
ッテリボックス６１に対するバッテリ端子３０６の位置決めがなされる。
【０１４６】
　電源ユニット６は、背面側端部がメイン基板３０に接近する方向に傾斜して配置される
為、メイン基板３０の干渉を避けるために、メイン基板３０には、前述した切欠き部Ｑ（
図１７参照）が設けられる。この切欠き部Ｑにより、メイン基板３０の図１７における下
端側の実装面積が制限されることとなる。
【０１４７】
　前述したように、切欠き部Ｑの左側の領域Ｌ及び右側の領域Ｍは、回路規模が小さく且
つ外部インターフェース要素の配置に適するため、本実施形態では、領域ＬにアクセスＬ
ＥＤ３１４、領域Ｍに再生スイッチ３１３を配置している。これにより、メイン基板３０
の実装スペースを有効に活用することができる。
【０１４８】
　前述したように、本実施形態では、電源ユニット６のバッテリ保持板金６２をバッテリ
ボックス６１に対して十分に薄く形成してメイン基板３０側に配置し、バッテリ６０の背
面側端部をメイン基板３０に接近させて配置している。また、樹脂製のバッテリボックス
６１は、所定の肉厚を有して比較的高強度なカメラ本体４の底面側の外装を形成する。
【０１４９】
　また、バッテリボックス６１は、バッテリ６０が挿入されていない状態では、内部は空
洞であり、外部からの衝撃に対して非常に不利である。この為、バッテリボックス６１の
外観側は、特に高強度に形成される必要がある。
【０１５０】
　図３１（ｂ）に示すように、メイン基板３０の切欠き部Ｑの端面部では、メイン基板３
０に接近するバッテリ保持板金６２がメイン基板３０側に折り曲げられている。
【０１５１】
　この折り曲げ部により、カメラ本体４の背面側（図中下側）では、バッテリボックス６
１のバッテリ６０の収納空間の底面側がバッテリ保持板金６２からバッテリボックス６１
に切り替わっている。つまり、メイン基板３０の切欠き部Ｑよりカメラ本体４の背面側に
おいては、バッテリボックス６１によりバッテリ６０の収納空間の４方を囲う箱形状を形
成する。
【０１５２】
　これにより、バッテリボックス６１の強度を増して外観から加えられる衝撃、特に、バ
ッテリ６０が挿入されていない状態での衝撃に対して高強度なバッテリボックス６１とす
ることができる。
【０１５３】
　図３２は、図２８のＤ－Ｄ線断面図である。前述した三角形状の領域ｈには、メイン基
板３０に実装されるメイン実装部品群３２０が配置される。領域ｈは、バッテリ保持板金
６２とメイン基板３０とで囲まれた領域であり、バッテリ保持板金６２とのショートの懸
念及びカメラ本体４の高さ方向（図中左右方向）のスペースの制約がある。
【０１５４】
　そこで、本実施形態では、領域ｈにおいて、カメラ本体４の背面側（図の下側）に向け
て段階的に高さが低くなる実装部品をメイン基板３０に実装することで、メイン実装部品
群３２０を構成している。これにより、三角形状の領域ｈにおいても、メイン基板３０に
実装部品を良好に配置することができ、メイン基板３０のスペースを有効に活用すること
が可能となる。
【０１５５】
　また、図３２は、バッテリボックス６１のボックス受けリブ６１１とメイン基板３０の
ボックス受け部３１８との位置関係、及びダンパー部材３６とメインホルダ３１との位置
関係を示している。
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【０１５６】
　例えば落下等によって、バッテリボックス６１に図の矢印方向の衝撃力が加わってボッ
クス受け部３１８に大きな負荷が作用すると、メイン基板３０がボックス受け部３１８で
大きく撓んで破損してしまう等のおそれがある。
【０１５７】
　そこで、本実施形態では、ボックス受け部３１８のメイン基板３０の表面側（図中右側
）にダンパー部材３６を配置して、ダンパー部材３６をメイン基板３０とメインホルダ３
１との間で保持している。
【０１５８】
　これにより、ボックス受け部３１８に図中矢印方向の衝撃力が加わった際のメイン基板
３０の図中矢印方向への撓みを防止して衝撃力を減衰することができ、落下などによる衝
撃力からメイン基板３０を保護することが可能となる。
【０１５９】
　また、メイン基板３０の撓みを防止することで、電源ユニット６をメイン基板３０に対
してオーバーラップして配置しても、メイン基板３０の実装部品とバッテリ保持板金６２
をショートさせることなく、良好に実装部品をメイン基板３０に配置することができる。
【０１６０】
　以上説明したように、本実施形態では、レンズユニット１Ａの上下方向の高さＶの範囲
内において、主基板部３がレンズ部１の光軸と略平行な方向にレンズユニット１Ａの背面
及び両側部を囲むように配置される。このように構成することで、レンズユニット１Ａの
高さと主基板部３の高さとの合計寸法よりも薄型にすることが可能なデジタルカメラを提
供することができる。
【０１６１】
　なお、本発明の構成は、上記実施形態に例示したものに限定されるものではなく、材質
、形状、寸法、形態、数、配置箇所等は、本発明の要旨を逸脱しない範囲において適宜変
更可能である。
【符号の説明】
【０１６２】
１　レンズ部
１Ａ　レンズユニット
２　センサ部
３　主基板部
４　カメラ本体
３０　メイン基板
４３　マイク
２００　撮像素子
３０３　オーディオＩＣ
３１１　レリーズスイッチ
３１７　マイクワイヤーコネクタ
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